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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心軸の後端側に位置するシャンク部と、
　該シャンク部よりも先端側に位置して、切刃を有する切削インサートが装着されるヘッ
ド部とを備えた棒形状のホルダであって、
　前記ヘッド部は、
　　先端に位置して互いに対向する上顎部及び下顎部と、
　　前記上顎部及び前記下顎部の間に位置して、前記中心軸に直交する方向の一方の側面
の側から前記切刃が突出するように前記切削インサートが装着されるインサートポケット
と、
　　前記上顎部の上面における前記一方の側面の側の端部から他方の側面の側に向かって
延び、前記他方の側面の側に向かうにしたがって上方に傾斜する第１壁面と、
　　該第１壁面よりも前記後端側であって前記一方の側面の側に位置して、前記後端側に
向かうにしたがって上方に傾斜する第２壁面と、
　　該第２壁面よりも前記後端側に位置する凹形状の第３壁面と、
　　該第３壁面よりも前記後端側に位置して、前記第３壁面から離れるにしたがって上方
に傾斜する第４壁面とを有し、
　前記第３壁面は、前記第２壁面の上端から下方に向かって窪んでおり、且つ、前記第４
壁面は、前記第２壁面の上端よりも上方に位置していることを特徴とするホルダ。
【請求項２】
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　前記一方の側面の側から前記他方の側面の側に向かって延びる仮想直線に対して直交す
る断面において、
　前記第３壁面は、前記第１壁面よりも上方に位置していることを特徴とする請求項１に
記載のホルダ。
【請求項３】
　前記第２壁面は、平坦面形状であることを特徴とする請求項１又は２に記載のホルダ。
【請求項４】
　前記第３壁面は、凹曲面形状であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記
載のホルダ。
【請求項５】
　前記第３壁面は、前記第２壁面から前記後端側に向かうに従って下方に傾斜する第１領
域と、該第１領域から前記後端側に向かうに従って上方に傾斜する第２領域とを有し、
　前記一方の側面の側から前記他方の側面の側に向かって延びる仮想直線に対して直交す
る断面において、前記第１領域の曲率が前記第２領域の曲率よりも大きいことを特徴とす
る請求項４に記載のホルダ。
【請求項６】
　前記第３壁面は、前記他方の側面の側から前記一方の側面の側に向かうにしたがって下
方に傾斜していることを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載のホルダ。
【請求項７】
　前記ヘッド部は、前記一方の側面の側であって前記インサートポケットよりも後端側に
位置して、前記第３壁面から下方に向かって延びた凹形状の第５壁面をさらに有している
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載のホルダ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１つに記載のホルダと、
　前記ホルダの前記インサートポケットに装着された、切刃を有する切削インサートとを
備えた切削工具。
【請求項９】
　前記第１壁面は、前記切刃に対して平行であることを特徴とする請求項８に記載の切削
工具。
【請求項１０】
　被削材を回転させる工程と、
回転している前記被削材に請求項８又は９に記載の切削工具の前記切刃を接触させる工程
と、
前記切削工具を前記被削材から離す工程とを備えた切削加工物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本態様は、ホルダ、切削工具及び切削加工物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属などの被削材の切削加工に用いられる切削工具として、国際公開２００９－１５７
５４０号（特許文献１）、特開２００６－２６３８４５号公報（特許文献２）及び特開２
０１０－１７９３８０号公報（特許文献３）の切削工具が知られている。特許文献１～３
に記載の切削工具は、いずれも筒形状の被削材の内径を加工する際に用いられ、ホルダと
、ホルダの先端に装着された切削インサート（インサート）とを有している。特に、特許
文献２及び３に記載の切削工具は、いずれも溝入れ加工をする際に用いられる工具である
。
【０００３】
　筒形状の被削材が筒底を有している場合においては、切屑は、切削工具の先端側から後
端側に向かって流れ、筒形状の被削材における後端側に位置する開口部分から外部に排出
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される。
【０００４】
　ホルダの外径が大きい程、ホルダの剛性が高められる。そのため、内径加工においては
ホルダの外径を大きくして、被削材の内径に出来るだけ近い大きさにすることが考えられ
ている。しかしながら、ホルダの外径を大きくする程、ホルダと被削材との間のスペース
が狭くなるため、切屑が詰まり易くなる。特に、特許文献２及び３に記載された切削工具
を用いて溝入れ加工を行う場合には、特許文献１に記載された切削工具を用いて内径加工
を行う場合と比較して、切屑の幅が大きくなり易いため切屑が詰まり易い。
【０００５】
　特許文献２及び３に記載された切削工具におけるホルダは、いずれも上顎部におけるイ
ンサートポケットの上方に位置する第１部分よりも、この第１部分よりもホルダの後端側
に位置する第２部分の外周が上方或いは側方に突出した構成となっている。そのため、ホ
ルダの外径を大きくすると、上顎部の上方を通過して切屑を排出させる際に、この上顎部
よりも後端側に位置する部分で切屑が詰まる可能性があった。
【０００６】
　本態様は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、溝入れ加工においても安定して切
屑を排出できるホルダを提供するものである。
【発明の概要】
【０００７】
　一態様に基づくホルダは、中心軸の後端側に位置するシャンク部と、該シャンク部より
も先端側に位置して、切刃を有する切削インサートが装着されるヘッド部とを備えた棒形
状である。前記ヘッド部は、先端に位置して互いに対向する上顎部及び下顎部と、前記上
顎部及び前記下顎部の間に位置して、前記中心軸に直交する方向の一方の側面の側から前
記切刃が突出するように前記切削インサートが装着されるインサートポケットと、前記上
顎部の上面における前記一方の側面の側の端部から他方の側面の側に向かって延び、前記
他方の側面の側に向かうにしたがって上方に傾斜する第１壁面と、該第１壁面よりも前記
後端側であって前記一方の側面の側に位置して、前記後端側に向かうにしたがって上方に
傾斜する第２壁面と、該第２壁面よりも前記後端側に位置する凹形状の第３壁面と、該第
３壁面よりも前記後端側に位置して、前記第３壁面から離れるにしたがって上方に傾斜す
る第４壁面とを有している。そして、前記第３壁面は、前記第２壁面の上端から下方に向
かって窪んでおり、且つ、前記第４壁面は、前記第２壁面の上端よりも上方に位置してい
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態の切削工具を示す斜視図である。
【図２】図１に示す切削工具における領域Ａ１を拡大した斜視図である。
【図３】図１に示す切削工具の上面図である。
【図４】図３に示す切削工具における領域Ａ２を拡大した上面図である。
【図５】図３に示す切削工具をＢ１方向から側面視した側面図である。
【図６】図５に示す切削工具における領域Ａ３を拡大した側面図である。
【図７】図３に示す切削工具におけるＣ１断面の断面図である。
【図８】図７に示す断面図と同じ図であり、切屑の流れを示す概略図である。
【図９】図５に示す切削工具におけるＣ２断面の断面図である。
【図１０】図５に示す切削工具におけるＣ３断面の断面図である。
【図１１】図１に示す切削工具におけるホルダを示す斜視図である。
【図１２】図１１に示すホルダの上面図である。
【図１３】図１２に示すホルダをＢ２方向から側面視した側面図である。
【図１４】一実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。
【図１５】一実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。
【図１６】一実施形態の切削加工物の製造方法の一工程を示す概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、一実施形態の切削工具について、図面を用いて詳細に説明する。但し、以下で参
照する各図は、説明の便宜上、一実施形態を説明するために必要な主要部材のみを簡略化
して示したものである。したがって、本発明の切削工具は、参照する各図に示されていな
い任意の構成部材を備え得る。また、各図中の部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び
各部材の寸法比率等を忠実に表したものではない。
【００１０】
　図１は、一実施形態の切削工具１を示す外観斜視図である。図２は、図１に示す切削工
具１における領域Ａ１を拡大した斜視図である。図２では、切削工具１の先端部分を拡大
して示している。図３は、図１に示す切削工具１の上面図である。ここで上面図とは、切
削工具１が備える切削インサート５（以下、単にインサート５とも言う）における上面を
正視する方向からの図であることを意味している。図４は、図３に示す切削工具１におけ
る領域Ａ２を拡大した上面図である。図５は、図１に示す切削工具１を一方の側面の側か
ら側面視した図である。図６は、図５に示す切削工具１における領域Ａ３を拡大した側面
図である。
【００１１】
　本実施形態の切削工具１は、ホルダ３と、切削インサート５とを備えている。ホルダ３
は、第１中心軸Ｏ１に沿って延びる棒形状であり、シャンク部７とヘッド部９とを備えて
いる。シャンク部７は、第１中心軸Ｏ１に沿って延びる棒形状のホルダ３における後端側
に位置している。ヘッド部９は、シャンク部７よりも先端側に位置している。シャンク部
７は、工作機械（不図示）の形状に応じて設計される部位であり、本実施形態では略棒形
状である。ヘッド部９は、インサート５を保持する部分であり、インサート５が装着され
るインサートポケット１１（以下、単にポケット１１ともいう）を有している。
【００１２】
　図１などにおいて、第１中心軸Ｏ１を二点鎖線にて示している。本実施形態におけるホ
ルダ３は、具体的には概ね円柱形状である。ホルダ３の材質としては、鋼、鋳鉄などを用
いることができる。特に、これらの材質の中で靱性の高い鋼を用いることが好ましい。
【００１３】
　インサート５は、棒形状であって、ホルダ３の第１中心軸Ｏ１に対して直交する方向に
沿って延びるようにホルダ３のポケット１１に装着されている。このとき、第１中心軸Ｏ
１に対して直交する方向に沿って延びるインサート５の中心軸を第２中心軸Ｏ２とする。
本実施形態においては、第２中心軸Ｏ２は、ホルダ３における一方の側面の側から他方の
側面の側に向かって延びている。本実施形態におけるインサート５は、具体的には概ね四
角柱形状である。そのため、インサート５の上面及び下面は、図９に示すように側面視し
た場合において第２中心軸Ｏ２に沿って延びている。
【００１４】
　インサート５を構成する部材の材質としては、例えば、超硬合金又はサーメットなどが
挙げられる。超硬合金の組成としては、例えば、ＷＣ－Ｃｏ、ＷＣ－ＴｉＣ－Ｃｏ及びＷ
Ｃ－ＴｉＣ－ＴａＣ－Ｃｏが挙げられる。ＷＣ－Ｃｏは、炭化タングステン（ＷＣ）にコ
バルト（Ｃｏ）の粉末を加えて焼結して生成される。ＷＣ－ＴｉＣ－Ｃｏは、ＷＣ－Ｃｏ
に炭化チタン（ＴｉＣ）を添加したものである。ＷＣ－ＴｉＣ－ＴａＣ－Ｃｏは、ＷＣ－
ＴｉＣ－Ｃｏに炭化タンタル（ＴａＣ）を添加したものである。
【００１５】
　また、サーメットは、セラミック成分に金属を複合させた焼結複合材料である。具体的
には、サーメットとして、炭化チタン（ＴｉＣ）、又は窒化チタン（ＴｉＮ）などのチタ
ン化合物を主成分としたものが挙げられる。
【００１６】
　インサート５を構成する上記の部材の表面は、化学蒸着（ＣＶＤ）法又は物理蒸着（Ｐ
ＶＤ）法を用いて被膜でコーティングされていてもよい。被膜の組成としては、炭化チタ
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ン（ＴｉＣ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、炭窒化チタン（ＴｉＣＮ）又はアルミナ（Ａｌ２

Ｏ３）などが挙げられる。
【００１７】
　切削インサート５は、棒形状の端部に切刃１３を有している。切刃１３は、第２中心軸
Ｏ２に対して概ね直交する方向に延びており、ホルダ３に装着された状態では概ね第１中
心軸Ｏ１に沿った方向に向かって延びている。切刃１３がホルダ３における一方の側面の
側よりも外方に突出するように、インサート５はホルダ３に装着される。
【００１８】
　切刃１３が突出する方向である一方の側面の側は、図３においては下側となっており、
図９、１０においては右側となっている。また、切刃１３が突出する方向とは反対側であ
る他方の側面の側は、図３においては上側となっており、図９、１０においては左側とな
っている。そのため、切刃１３は、図３においてホルダ３よりも下側に位置しており、図
９においてホルダ３よりも右側に位置している。
【００１９】
　本実施形態のホルダ３におけるヘッド部９は、上記のポケット１１と、上顎部１５と、
下顎部１７と、第１壁面１９と、第２壁面２１と、第３壁面２３と、第４壁面２４と、第
５壁面２５と、開口部２７と、ネジ孔２９とを有している。ヘッド部９は、先端から後端
側に向かって延びるスリット３１を有している。ポケット１１は、スリット３１の一部で
ある。すなわち、スリット３１における先端側の一部がポケット１１として機能している
。スリット３１における先端側に位置する部分は、先端視において第１中心軸Ｏ１を含む
ように位置している。
【００２０】
　上顎部１５及び下顎部１７は、ヘッド部９の先端側に位置しており、スリット３１を介
して互いに対向している。図９に示すように、上顎部１５はインサート５に対して上側に
位置しており、下顎部１７はインサート５に対して下側に位置している。なお、本実施形
態においては、第１中心軸Ｏ１及び第２中心軸Ｏ２に直交する方向を上下方向としている
。すなわち、直交ｘｙｚ座標系において第１中心軸Ｏ１をｘ軸、第２中心軸Ｏ２をｙ軸と
したときのｚ軸方向が上下方向となる。図１における上方が、上記の上下方向における上
側であり、図１における下方が、下側である。
【００２１】
　ポケット１１は、上顎部１５及び下顎部１７の間に位置している。インサート５が第２
中心軸Ｏ２に沿った方向に延びる棒形状であることから、ポケット１１、上顎部１５及び
下顎部１７もまた、第２中心軸Ｏ２に沿った方向に延びている。
【００２２】
　言い換えれば、ヘッド部９は、先端から後端側に向かって延びるスリット３１を介して
対向する上顎部１５と下顎部１７とを備えている。スリット３１における先端側の一部が
ポケット１１として機能しており、このポケット１１にインサート５が装着される。
【００２３】
　第１壁面１９は、上顎部１５の上面の一部であってポケット１１の上方に位置している
。第１壁面１９は、上顎部１５の上面における一方の側面の側の端部から他方の側面の側
に向かって第２中心軸Ｏ２に沿った方向に延びる平坦な面領域である。第１壁面１９は、
切刃１３から離れるにしたがって上方に傾斜している。そのため、第１壁面１９は、一方
の側面の側から他方の側面の側に向かうにしたがって、上方に傾斜している。例えば、図
９に示すように、第１壁面１９は、一方の側面の側である右側から、他方の側面の側であ
る左側に向かうに従って上方に向かって傾斜している。
【００２４】
　図９においてθ１にて示す第１壁面１９の第２中心軸Ｏ２に対する傾斜角度は、１０～
５０°程度に設定される。なお、図９に示すように、インサート５の上面及び下面が第２
中心軸Ｏ２に平行に延びていることから、ホルダ３としては、インサート５の上面又は下
面に接触する面（上顎部１５の下面）に対して第１壁面１９のなす角度がθ１となる。
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【００２５】
　インサート５の切刃１３で切削された切屑は、インサート５の上面を通り、上顎部１５
の上面の上を通過する。このとき、上記の傾斜した第１壁面１９が上顎部１５の上面に形
成されていることによって、一方の側面の側から他方の側面の側に向かって進む切屑が流
れるスペースが広く確保される。
【００２６】
　切刃１３で生じた切屑は、一方の側面の側から他方の側面の側に向かって進行する。こ
のとき、第１壁面１９が切刃１３から離れるにしたがって上方に傾斜しているため、切屑
が第１壁面１９の上を通過する際に進行する方向を上方に向けることができる。
【００２７】
　第２壁面２１は、一方の側面の側であって、第１壁面１９よりもホルダ３の後端側に位
置している。第２壁面２１は、図７に示すようにホルダ３の後端側に向かうにしたがって
上方に傾斜している。また、第２の壁面２１は、図９に示すように、第１壁面１９と同様
に、一方の側面の側から他方の側面の側に向かうにしたがって、上方に傾斜している。第
２壁面２１の第１中心軸Ｏ１に対する傾斜角度は、１０～５０°程度に設定される。第２
壁面２１の第１中心軸Ｏ１に対する傾斜角度は、図７において、第１中心軸Ｏ１に平行な
仮想直線Ｓ１に対する角度θ２として示される。
【００２８】
　第２壁面２１がホルダ３の後端側に向かうにしたがって上方に傾斜していることから、
図８に示すように、第１の壁面及び第２の壁面の上に空間Ｔ１が生じる。そのため、一方
の側面の側から他方の側面の側に向かって進む切屑が流れるスペースが広く確保される。
【００２９】
　このとき、本実施形態の切削工具１における第１壁面１９は、インサート５の切刃１３
に対して平行である。そのため、第１壁面１９の上を流れる切屑を安定して空間Ｔ１へと
進めることができる。なお、切刃１３に対して平行であるとは、厳密に切刃１３、言い換
えれば第１中心Ｏ１に対して平行であることに限定されるものではない。第１壁面１９は
、第１中心軸Ｏ１に対して５°程度のわずかな傾斜を有していてもよい。また、切刃１３
が直線形状でない場合には、切刃１３の両端を結ぶ仮想直線に対する第１壁面１９の傾斜
によって評価すればよい。
【００３０】
　切刃１３を冷却するための冷却液（クーラント）を用いる場合においても、本実施形態
のように第２壁面を有していることによって切屑の流れを円滑にすることができる。具体
的には、切屑は、切刃１３で円筒形の被削材の内周面が切削されることによって、一方の
側面の側から他方の側面の側に向かって一旦進む。
【００３１】
　その後、切屑は、開口部２７から噴射されるクーラントとともにホルダ３から先端側へ
と一旦流される。ホルダ３から先端側へと流された切屑は、例えば、ホルダよりも先端側
に位置する被削材の内面における底面で跳ね返り、冷却液とともにホルダ３の先端側から
後端側へと進み、外部に排出される。このとき、ホルダ３の先端側へと進む切屑の流れと
、ホルダ３の後端側へと進む切屑の流れとがぶつかり、切屑の流れが滞る可能性がある。
【００３２】
　本実施形態のホルダ３においては、第２壁面２１が傾斜していることによって空間Ｔ１
が生じている。そのため、切屑は、まず切刃１３から他方の側面の側に向かって進み空間
Ｔ１へと流れる。空間Ｔ１に流れてきた切屑は冷却液とともに、空間Ｔ１を基準として第
２壁面２１が位置する後端側とは反対側である先端側へと流れ、その後、ホルダ３の先端
側から後端側へと進む。
【００３３】
　本実施形態におけるヘッド部９は、一方の側面の側であって、第２壁面２１よりもホル
ダ３の後端側に位置する第３壁面２３及び第４壁面２４を有している。第３壁面２３は、
第２壁面２１よりも後端側に位置しており、第２壁面２１からホルダ３の後端側に向かっ
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て延びる凹形状である。また、第４壁面２４は、第３壁面２３よりも後端側に位置してお
り、第３壁面２３から離れるにしたがって上方に傾斜した形状である。
【００３４】
　第３壁面２３は、第２壁面２１の上端から下方に向かって窪んだ形状である。本実施形
態においては、第３壁面２３は第２壁面２１の上端よりも下方に位置している。具体的に
は、図７に示すように、一方の側面の側から他方の側面の側に向かって延びる第２中心軸
Ｏ２に直交する断面において、下記のように第３壁面２３が位置している。
【００３５】
　図７に示す断面において、第２壁面２１の上端を通り、第１中心軸Ｏ１に平行な仮想直
線Ｓ１を設定する。このとき、第３壁面２３が直線Ｓ１よりも下方に位置している。例え
ば、第３壁面２３における仮想直線Ｓ１よりも下方に位置する領域を、図７において左上
から右下に向かって延びるハッチングにて示す。
【００３６】
　ホルダ３の後端側へと流れる切屑は、まず空間Ｔ１の上方を通り、それから第３壁面２
３の上に位置する空間Ｔ２へと流れる。このように、切屑の流れをスムーズなものにでき
る。
【００３７】
　ホルダ３の外径と被削材の内径との差が小さい場合には、切削加工し始める段階におい
ては、ホルダ３における他方の側面の側と被削材との間、及び、ホルダ３の上方と被削材
との間のスペースがそれぞれ狭い。そのため、切屑がホルダ３の後端側へと排出されるス
ペースが十分に確保されず、切屑が十分に排出されなくなる可能性がある。
【００３８】
　しかしながら、本実施形態のホルダ３においては、第３壁面２３が第２壁面２１の上端
から下方に向かって窪んでいる。また、第４壁面２４が第２壁面２１の上端よりも上方に
位置している。そのため、空間Ｔ２へと流れてきた切屑は、下顎部１７の側に進むととも
に、図８においては手前となる方向、言い換えれば図４における下方となる方向に向かっ
て進む。
【００３９】
　これにより、切屑は、ホルダ３の上方と被削材との間の狭いスペースに進んで詰まって
しまうことが避けられるとともに、外部へと安定して排出される。このように、本実施形
態のホルダ３においては、切屑の流れるスペースが確保されており、安定して切屑を外部
に排出することが可能になっている。
【００４０】
　また、第４壁面２４が第３壁面２３から離れるにしたがって上方に傾斜した形状である
ことから、ホルダ３における第４壁面２４よりも後端側に位置する部分の外径を大きくで
きる。そのため、ホルダの剛性を高めることもできる。
【００４１】
　本実施形態における第３壁面２３は、一方の側面の側から他方の側面の側に向かって延
びる仮想直線に対して直交する断面、すなわち第２中心軸Ｏ２に直交する断面において、
第１壁面１９よりも上方に位置している。図７に示すように第３壁面２３の下方にはスリ
ット３１が延びているが、第３壁面２３が上記の構成であることによって、ヘッド部９に
おけるスリット３１の下方に位置する部分の肉厚を厚くすることができるので、ホルダ３
の耐久性を更に高めることができる。
【００４２】
　本実施形態における第２壁面２１は平坦面形状となっている。図７に示すように、第２
壁面２１の下方にはスリット３１が延びている。そのため、第２壁面２１が凹曲面形状で
ある場合と比較して第２壁面２１とスリット３１との間でのホルダ３の肉厚を確保できる
ので、ホルダ３の耐久性を高めることができる。また、第２壁面２１が凸曲面形状である
場合と比較して空間Ｔ１のスペースを広く確保することができる。
【００４３】
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　本実施形態における第３壁面２３は、凹曲面形状となっている。このように曲面形状で
あることによって、切屑が安定して第３壁面２３の上を流れ易くなる。また、第３壁面２
３が曲面形状であることによって、空間Ｔ２のスペースを広く確保することができる。
【００４４】
　本実施形態における第３壁面２３は、ホルダ３を図６に示すように側面視した場合、或
いは、図７に示すように断面視した場合において、第３壁面２３における先端側の端部（
図７における左側の端部）が後端側の端部（図７における右側の端部）よりも下方に位置
している。また、図１０に示すように、第３壁面２３は、他方の側面の側から一方の側面
の側に向かうにしたがって下方に傾斜している。具体的には、ホルダ３を断面視した場合
において、第３壁面２３における一方の側面の側の端部（図１０における右側の端部）が
他方の側面の側の端部（図１０における左側の端部）よりも下方に位置している。
【００４５】
　ホルダ３を断面視した場合において、第３壁面２３における一方の側面の側の端部が他
方の側面の側の端部よりも下方に位置していることから、切屑が一方の側面の側へと流れ
易い。被削材を切削し始める段階においては、ホルダ３におけるインサート５が取り付け
られる部分よりも後端側に位置する部分において、一方の側面の側と被削材との間にスペ
ースが確保されている。そのため、この段階においては、ホルダ３における上記の後端側
に位置する部分における一方の側面の側と被削材との間に切屑を流すことができる。
【００４６】
　第３壁面２３は、先端側に位置する第１領域２３ａと、後端側に位置する第２領域２３
ｂとを有している。第１領域２３ａは、第２壁面２１からホルダ３の後端側に向かうに従
って下方に傾斜している。第２領域２３ｂは、第１領域２３ａからホルダ３の後端側に向
かうに従って上方に傾斜している。上記の第１領域２３ａを有していることから、空間Ｔ
２のスペースを広く確保することができる。また、切削加工が進んだ段階においては、ホ
ルダ３の上方にスペースが確保され易い。この段階においては、上記の第２領域２３ｂを
有していることから、切屑をホルダ３の上面側へと流し易くすることができる。
【００４７】
　このように、切削加工の段階に応じて、より切屑が排出され易い方向に切屑を排出する
ことができるので、切削加工し始める段階から、切削加工が終わる段階の広い範囲で安定
して切屑を外部に排出できる。
【００４８】
　また、本実施形態における第３壁面２３は、ホルダ３の先端側に位置する端部よりもホ
ルダ３の後端側に位置する端部の方が下面からの高さが高くなっている。これにより、空
間Ｔ２へと進んできた切屑の進行方向を、第３壁面２３において安定してコントロールす
ることができる。
【００４９】
　また、図７に示すように第３壁面２３の下方にはスリット３１が延びているが、第３壁
面２３が上記の構成であることによって、スリット３１をホルダ３の先端側からホルダ３
の後端側に向かうに従って上方に傾斜した構成とすることができる。そのため、ヘッド部
９におけるスリット３１の下方に位置する部分の肉厚をさらに厚くすることができるので
、ホルダ３の耐久性を更に高めることができる。
【００５０】
　また、本実施形態における第３壁面２３は、凹曲面形状であって第１領域２３ａ及び第
２領域２３ｂを有している。このとき、一方の側面の側から他方の側面の側に向かって延
びる仮想直線に対して直交する断面、すなわち第２中心軸に対して直交する断面において
、第１領域２３ａの曲率が第２領域２３ｂの曲率よりも大きい。これにより、ヘッド部９
におけるスリット３１の下方に位置する部分の肉厚をさらに厚くすることができる。
【００５１】
　また、本実施形態におけるヘッド部９は、一方の側面の側であってポケット１１よりも
後端側に位置して、第３壁面２３から下方に向かって延びた凹形状の第５壁面２５をさら
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に有している。このような第５壁面２５を有している場合には、第３壁面２３における一
方の側面の側へと流れる切屑が第５壁面２５へと流れ込ませることができる。そのため、
切削加工が進み、ホルダ３の一方の側面の側と被削材との間のスペースが狭くなった場合
であっても、第５壁面２５を通って切屑をホルダ３の下面側へも排出することができる。
従って、切屑をより安定して外部に排出できる。
【００５２】
　ホルダ３の内部には冷却液が流れる貫通孔が設けられており、先端側が第５壁面２５に
おいて開口している。貫通孔における先端側の開口部２７の位置は、特に第５壁面２５に
限定されるものではない。切削加工時においては、先端側の開口部２７から冷却液が放出
される。冷却液は、主に切刃１３及び被削材を冷却するために用いられるが、切屑をホル
ダ３の後端側へと流すための役割も有している。
【００５３】
　冷却液としては、例えば、不水溶性油剤又は水溶性油剤が被削材の材質に応じて適宜選
択して用いられる。不水溶性油剤としては、例えば、油性形、不活性極圧形又は活性極圧
形などの油剤が挙げられる。また、水溶性油剤としては、エマルジョン、ソリューブル又
はソリューションなどの油剤が挙げられる。
【００５４】
　本実施形態におけるヘッド部９は、ポケット１１よりも後端側に位置して、上顎部１５
から下顎部１７にかけて設けられたネジ孔２９をさらに有している。このネジ孔２９には
固定ネジ３３が取り付けられている。この固定ネジ３３を締めることによって、上顎部１
５と下顎部１７とが互いに近づくので、インサート５が上顎部１５及び下顎部１７によっ
て締めつけられる。これにより、インサート５がホルダ３に固定される。
【００５５】
　なお、本実施形態の切削インサート５においては、固定ネジ３３によってインサート５
がホルダ３に固定されているが、このような形態に限られるものではない。例えば、周知
のクランパー構造を用いてインサート５をホルダ３に固定しても何ら問題ない。
【００５６】
　上記の通り、本実施形態のホルダ３は、後端側に位置するシャンク部７と、シャンク部
７よりも先端側に位置して、切刃１３を有するインサート５が装着されるヘッド部９とを
備えた棒形状である。
【００５７】
　また、ヘッド部９は、先端に位置して互いに対向する上顎部１５及び下顎部１７と、上
顎部１５及び下顎部１７の間に位置して、第１中心軸Ｏ１に直交する方向の一方の側面の
側から切刃１３が突出するようにインサート５が装着されるポケット１１と、上顎部１５
の上面における一方の側面の側の端部から他方の側面の側に向かって延び、他方の側面の
側に向かうにしたがって、上方に傾斜する平坦な第１壁面１９と、第１壁面１９よりも後
端側であって一方の側面の側に位置して、ホルダ３の後端側に向かうにしたがって上方に
傾斜する第２壁面２１と、第２壁面２１よりも後端側に位置する凹形状の第３壁面２３と
、第３壁面２３よりもホルダ３の後端側に位置して、第３壁面２３から離れるにしたがっ
て上方に傾斜する第４壁面２４とを有している。そして、第３壁面２３は、第２壁面２１
の上端から下方に向かって窪んでおり、且つ、第４壁面２４は、第２壁面２１の上端より
も上方に位置している。
【００５８】
　また、本実施形態の切削工具１は、上記態様のホルダ３と、ポケット１１に装着され切
刃１３を有するインサート５とを備えている。そのため、切削加工において安定して切屑
を外部に排出できる。
【００５９】
　次に、本発明の一実施形態の切削加工物の製造方法について図面を用いて説明する。
【００６０】
　切削加工物は、被削材１０１を切削加工することによって作製される。本実施形態にお
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ける切削加工物の製造方法は、以下の工程を備えている。すなわち、
（１）被削材１０１を回転させる工程と、
（２）回転している被削材１０１に上記実施形態に代表される切削工具１における切刃１
３を接触させる工程と、
（３）切削工具１を被削材１０１から離す工程と、
を備えている。
【００６１】
　より具体的には、まず、図１４に示すように、被削材１０１を軸Ｏ３の周りで回転させ
るとともに、被削材１０１に切削工具１を相対的に近付ける。次に、図１５に示すように
、切削工具１における切刃１３を回転している被削材１０１に接触させて、被削材１０１
を切削する。そして、図１６に示すように、切削工具１を被削材１０１から相対的に遠ざ
ける。
【００６２】
　本実施形態においては、軸Ｏ３を固定するとともに被削材１０１を回転させた状態で切
削工具１をＸ１方向に移動させることによって被削材１０１に近づけている。また、図１
５においては、回転している被削材１０１にインサートにおける切刃１３を接触させるこ
とによって被削材１０１を切削している。また、図１６においては、被削材１０１を回転
させた状態で切削工具１をＸ２方向に移動させることによって遠ざけている。
【００６３】
　なお、本実施形態の製造方法における切削加工では、それぞれの工程において、切削工
具１を動かすことによって、切削工具１を被削材１０１に接触させる、あるいは、切削工
具１を被削材１０１から離しているが、当然ながらこのような形態に限定されるものでは
ない。
【００６４】
　例えば、（１）の工程において、被削材１０１を切削工具１に近づけてもよい。同様に
、（３）の工程において、被削材１０１を切削工具１から遠ざけてもよい。切削加工を継
続する場合には、被削材１０１を回転させた状態を維持して、被削材１０１の異なる箇所
にインサートにおける切刃１３を接触させる工程を繰り返せばよい。
【００６５】
　なお、被削材１０１の材質の代表例としては、炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、又
は非鉄金属などが挙げられる。
【符号の説明】
【００６６】
１・・・切削工具
３・・・ホルダ
５・・・切削インサート（インサート）
７・・・シャンク部
９・・・ヘッド部
１１・・・インサートポケット（ポケット）
１３・・・切刃
１５・・・上顎部
１７・・・下顎部
１９・・・第１壁面
２１・・・第２壁面
２３・・・第３壁面
２３ａ・・・第１領域
２３ｂ・・・第２領域
２４・・・第４壁面
２５・・・第５壁面
２７・・・開口部
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２９・・・ネジ孔
３１・・・スリット
３３・・・固定ネジ
１０１・・・被削材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】
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